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「
江

差
追

分
に

町
民

み
ん

な
で

親
し

も
う

条
例

」
概

要

■
は
じ
め
に
（
条
例
制
定
の
考
え
方
）

マ
チ

の
宝

で
あ

り
誇

り
で

も
あ

る
江

差
追

分

を
再

認
識

す
る

と
と

も
に

、
新

た
な

ま
ち

づ

く
り

に
資

す
る

も
の

。

江
差
追
分
の
普
及
、
保
存
伝
承
を
確
実

に
推
進
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
江
差
追

分
の
里
と
し
て
の
基
盤
整
備
を
図
る
。

■
「
前

文
」

及
び

「
目
的

（
第

１
条

）
」

江
差

追
分

の
由

来
や
条

例
制

定
の

基
本

的
な

考

え
方

を
明

ら
か

に
し
、

条
例

が
目

指
す

理
想

や

目
的
を
わ
か
り
や
す
く
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
。

■
「
町
の
責
務
」
（
第
２
条
関
係
）

○
江
差
追
分
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
（
第
１
項
）

○
行
動
指
針
の
策
定
（
第
２
項
）

＜
例
＞
・
町
主
催
行
事
に
お
け
る
江

差
追
分
の
活
用

・
庁
内
電
話
保
留
音
の
江
差

追
分
の
活
用

・
公
用
封
筒
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
票
、
メ
ー
ル
署
名
へ
の
基
本
譜
・
歌
詞
等
の
活
用

・
職
員
名
刺
等
の
活
用

○
相
互
理
解
（
第
３
項
）

・
各
種
の
取
り
組
み
を
町
民
等
へ
強
制
し
な
い
こ
と
を
明
記
。

■
「
団
体
等
の
役
割
」
（
第
３
条
関
係
）

○
「
団
体
等
」
と
は
、
江
差
追
分
会
に
限
ら
ず
江
差
追
分
に
関
連
す
る
団
体
全
て
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

○
江
差
追
分
の
普
及
、
保
存
伝
承
及
び
発
信
に
関
す
る
取
り
組
み
の
加
速
を
促
す
も
の
で
あ
る
。

■
附

則

○
条
例
の
施
行
日
を
規
定
。

○
２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
・
パ
ラ
で
の
江
差
追
分
披
露
や
日
本
遺
産
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
追
い
風
と
な

る
こ
と
を
期
待
し
、
年
の
始
め
で
あ
る
１
月
１
日
と
す
る
。

江
差
追
分
に
関
す
る
各
種
の
取
り
組
み
を
行

政
・
団
体
・
町
民
等
町
内
が
一
丸
と
な
っ
て

推
進
。

■
「
町
民
等
の
協
力
」
（
第
４
条
関
係
）

○
「
町
民
等
」
と
は
、
町
民
は
も
と
よ
り
町
内
の
企
業
、
団
体
全
て
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

○
「
協
力
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
で
き
得
る
範
囲
に
お
い
て
、
江
差
追
分
に
関
す
る
各
種
の
取
り
組
み

に
参
加
、
或
い
は
自
ら
が
行
動
す
る
こ
と
で
、
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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人事院勧告に基づく給与改定等の概要 
 

Ⅰ 給与勧告の内容 

民間給与との格差を埋めるため、俸給表の水準を引き上げるとともに、配偶者に係る扶養手当

の手当額を他の扶養親族と同額とし、子に係る手当額を引き上げ。 

 

１ 給料表の見直し（平均改定率 ０．２％）       【平成２８年 ４月１日施行】 

 民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、採用職員の初任給を１，５００円引き上げ。

若年層についても同程度の改定。その他は、それぞれ４００円の引上げを基本に改定。 

 

２ 期末勤勉手当の見直し（勤勉手当０．１月分増）    【平成２８年１２月１日施行】 

 民間の支給割合に見合うよう引上げ。民間の支給状況等を踏まえ、勤務実績に応じた給与を推

進するため、引上げ分を勤勉手当に配分。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 扶養手当の見直し（平成２９年度特例あり）      【平成２９年 ４月１日施行】 

 民間企業及び公務における配偶者に係る手当をめぐる状況の変化等を踏まえ、配偶者に係る手

当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額。それにより生ずる原資用いて子に係る手当額

を引上げ（配偶者及び父母等６，５００円、子１０，０００円） 

  

 

 

 

 

 

  

 

注１）職員に配偶者がない場合の扶養親族１人に係る手当額については、平成２８年度は

１１，０００円、平成２９年度は子１０，０００円、父母等９，０００円、平成３０年度

以降はこの表に掲げる子又は父母等の額となる。 

  期末手当 勤勉手当 計 

H28. 6 月 

 

H28.12 月 

現行 

改定 

現行 

改定 

1.225

1.225

1.375

1.375

0.800

0.800

0.800

0.900

2.025 

2.025 

2.175 

2.275 

H28 計 
現行 

改定 

2.600

2.600

1.600

1.700

4.200 

4.300 

H29. 6 月 

H29.12 月 

改定 

改定 

1.225

1.375

0.850

0.850

2.075 

2.225 

H29 計 改定 2.600 1.700 4.300 

 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（特 例） 
平成 30 年度 

配偶者 １３，０００ １０，０００ ６，５００ 

子 ６，５００
８，０００

（１０，０００）
１０，０００ 

父母等 
６，５００

（１１，０００）

６，５００

（９，０００）
６，５００ 
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Ⅱ 育児休業等の内容 

 働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、民間及び人事院勧告等を踏ま

えた国家公務員に係る規定内容に準じて、地方公務員の育児支援・介護支援に係る規定の改正が

行われた。 

 

１ 育児休業等の対象となる子の範囲の見直し       【平成２９年１月１日施行】 

 育児休業等の対象となる子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中（民法に基づく特別養子縁組

を成立させるために必要な監護期間）の子及び養子縁組里親（将来的に養子縁組を結ぶことを前

提とした里親委託）に委託されている子等を加えることとされた。 

※地方公務員の育児休業等に関する法律改正関係 

 

２ 看護休業の分割取得                 【平成２９年１月１日施行】 

 看護休業取得可能期間（３月）を３つの期間（現行１回のみ）に分割して取得することができ

ることとされた。 

※育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律改正関係 

 

３ 介護のための所定労働時間短縮措置          【平成２９年１月１日施行】 

 看護休業とは別に、連続する３年の期間内において、介護のため１日につき２時間の範囲内で

勤務しないことができることとする制度を設けることとされた。 

※育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律改正関係 
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江
差
町
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
期

末
手
当

）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
４

条
 
（

略
）

 
第
４
条
 
（
略
）
 

２
 

前
項
の

期
末

手
当

の
額

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
基
準
日
現
在
（
退
任
し
た
日
、
又
は

死
亡

し
た
日

現
在

）
に

お
い

て
特

別
職

の
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
月
額
に
、
６

月
に

支
給
す

る
場

合
に

お
い

て
は

１
０

０
分
の
２
０
７
．
５
、
１
２
月
に
支
給
す

る
場

合
に
お

い
て

は
１

０
０

分
の

２
２

２
．

５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
前

６
ヵ

月
以
内

の
期

間
に

お
け

る
そ

の
者

の
在

職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分

に
応

じ
、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
。
 

２
 

前
項
の
期
末
手
当
の
額

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
基

準
日

現
在

（
退

任
し

た
日

、
又

は

死
亡
し
た
日
現
在
）
に
お
い

て
特

別
職

の
職

員
が

受
け

る
べ

き
給

料
月

額
に

、
６

月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い

て
は

１
０

０
分

の
２

０
２

．
５

、
１

２
月

に
支

給
す

る
場
合
に
お
い
て
は
１

０
０

分
の

２
１

７
．

５
を

乗
じ

て
得

た
額

に
、

基
準

日
前

６
ヵ
月
以
内
の
期
間
に

お
け

る
そ

の
者

の
在

職
期

間
の

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

（
１

）
～
（

４
）

 
（

略
）
 

 

 
附
 
則
 

（
施

行
期
日

）
 

１
 

こ
の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
し

、
平
成
２
８
年
１
２
月
１
日
よ
り
適
用
す

る
。
 

（
期

末
手
当

の
割

合
等

の
特

例
措

置
）
 

２
 

平
成
２

８
年

１
２

月
に

支
給

す
る

期
末

手
当
に
つ
い
て
は
、
「
１
０
０
分
の
２
２

２
．

５
」
と

あ
る

の
は

「
１

０
０

分
の

２
２

７
．
５
」
と
す
る
。
 

（
給

与
の
内

払
い

）
 

３
 

改
正
後

の
条

例
の

規
定

を
適

用
す

る
場

合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
条
例
の
規
定

に
基

づ
い
て

支
給

さ
れ

た
給

与
は

、
改

正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
い

と
み

な
す
。
 

（
１
）
～
（
４
）
 

（
略
）
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
１
条
関
係
）
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
勤

勉
手
当

）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
１

６
条
 

（
略

）
 

第
１
６
条
 

（
略
）
 

２
 

勤
勉
手

当
の

額
は

、
勤

勉
手

当
基

礎
額

に
１
０
０
分
の
９
０
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す

る
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

勤
勉

手
当

の
額
の
総
額
は
、
前
項
の
職
員
の
勤

勉
手

当
基
礎

額
に

当
該

職
員

が
そ

れ
ぞ

れ
基

準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
職

員
に
あ

つ
て

は
、
退
職

し
、
又

は
死
亡

し
た
日
現
在
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
お

い
て
受

け
る

べ
き

扶
養

手
当

の
月

額
を

加
算
し
た
額
に
１
０
０
分
の
９
０
を

乗
じ

て
得
た

額
の

総
額

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。
 

２
 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤

勉
手

当
基

礎
額

に
１

０
０

分
の

８
０

を
乗

じ
て

得
た

額

と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い

て
、

勤
勉

手
当

の
額

の
総

額
は

、
前

項
の

職
員

の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
当
該

職
員

が
そ

れ
ぞ

れ
基

準
日

現
在

（
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職

し
、
又

は
死
亡

し
た

日
現

在
。
次
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養

手
当

の
月

額
を

加
算

し
た

額
に

１
０

０
分

の
８

０
を

乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。

 

３
 

再
任
用

職
員

に
対

す
る

勤
勉

手
当

の
額

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤

勉
手

当
基
礎

額
に

１
０

０
分

の
４

２
．

５
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

３
 

再
任
用
職
員
に
対
す
る

勤
勉

手
当

の
額

は
、

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

勤

勉
手
当
基
礎
額
に
１
０

０
分

の
３

７
．

５
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。
 

４
・

５
 
（

略
）

 

 別
表
第
１

を
次

に
よ
う

に
改

め
る
。
 

 
附
則
別

表
第

１
を
次

の
よ

う
に
改

め
る

。
 

  

４
・
５
 
（
略
）
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江
差

町
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

新
旧

対
照

表

別
表

第
１

（
第

３
条

関
係

）
別

表
第

１
（

第
３

条
関

係
）

級
1
級

2
級

3
級

4
級

5
級

6
級

級
1
級
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
扶

養
手
当

）
 

（
扶
養
手
当
）
 

第
８

条
 
扶

養
手

当
は

、
扶

養
親

族
の

あ
る

職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。
 

第
８
条
 
扶
養
手
当
は
 
 
扶
養
親
族
の
あ
る
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。
 

２
 

扶
養
手

当
の

支
給

に
つ

い
て

は
、

次
に

掲
げ
る
者
で
、
他
に
生
計
の
途
が
な
く

主
と

し
て
、

そ
の

職
員

の
扶

養
を

受
け

て
い

る
も
の
を
扶
養
親
族
と
す
る
。
 

２
 

前
項
の
扶
養
親
族
と
は
 
 
 
 
 
 、

次
に
掲
げ
る
者
で
、
他
に
生
計
の
途
が
な
く

主
と
し
て
、
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
満

２
２

歳
に

達
す

る
日

以
後

の
最

初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ
る

子
  

  
 
  

（
２
）
 
満
２
２
歳
に
達
す

る
日

以
後

の
最

初
の

３
月

３
１

日
ま

で
の

間
に

あ
る

子
及
び
孫
 

（
３

）
 
満

２
２

歳
に

達
す

る
日

以
後

の
最

初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ
る

孫
 

（
新
設
）
 

（
４

）
 
満

６
０

歳
以

上
の

父
母

及
び

祖
父

母
 

（
３
）
 
６
０
歳
以
上
 
 
の
父
母
及
び
祖
父
母
 

（
５

）
 
（

略
）

 
（
４
）
 
（
略
）
 

（
６
）
 
重
度
心
身
障
害
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
５
）
 
心
身
に
著
し
い
障

害
が

あ
る

者
及

び
６

ケ
月

以
上

の
入

院
患

者
 

３
 

扶
養
手

当
の

月
額

は
、

前
項

第
１

号
及

び
第
３
号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
い
ず
れ

か
に

該
当
す

る
扶

養
親

族
に

つ
い

て
は

１
人

に
つ
き
６
，
５
０
０
円
、
同
項
第
２

号
に

該
当
す

る
扶

養
親

族
（

以
下

「
扶

養
親

族
た
る
子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
１
人
に
つ
き
１
０
，
０
０
０
円
と
す
る
。
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

３
 

扶
養
手
当
の
月
額
は
前

項
第

１
号

に
掲

げ
る

扶
養

親
族

に
つ

い
て

は
１

３
，

０

０
０
円
、
同
項
第
２
号

か
ら

第
５

号
ま

で
に

掲
げ

る
扶

養
親

族
（

次
条

に
お

い
て

「
扶
養
親
族
た
る
子
、

父
母

等
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
は

、
１

人
に

つ
き

６
，

５
０
０
円
（
職
員
に
配

偶
者

が
な

い
場

合
に

あ
つ

て
は

、
そ

の
う

ち
１

人
に

つ
い

て
は
１
１
，
０
０
０
円

）
と

す
る

。
 

４
 

（
略
）
 

４
 

（
略
）
 

第
９

条
 
新

た
に

職
員

と
な

つ
た

者
に

扶
養

親
族
が
あ
る
場
合
又
は
職
員
に
次
の
各

号
の

い
ず
れ

か
に

掲
げ

る
事

実
が

生
じ

た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
職
員
は
直
ち
に

そ
の
旨
  
  

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

第
９
条
 
新
た
に
職
員
と
な

つ
た

者
に

扶
養

親
族

が
あ

る
場

合
又

は
職

員
に

次
の

各

号
の
一
に
該
当
す
る
 
 
 
 
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
職
員
は
直
ち
に

そ
の
旨
（
新
た
に
職
員

と
な

つ
た

者
に

扶
養

親
族

が
あ

る
場

合
又

は
職

員
に

第
１

14



江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）
 

改
正

後
 

改
正

前
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
任
命
権
者
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

号
に
該
当
す
る
事
実
が

生
じ

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

職
員

に
配

偶
者

が
な

い
と

き
は
、
そ
の
旨
を
含
む

。
）

を
任

命
権

者
に

届
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
１
）
 
新
た
に
扶
養
親
族
た
る
 
 
 
 
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
者
が
あ
る
場

合
 

（
１
）
 
新
た
に
扶
養

親
族

と
し

て
の

要
件

を
具

備
す

る
に

至
つ

た
者

が
あ

る
場

合
 

（
２
）
 
扶
養
親
族
た
る
 
 
 
 
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
者
が
あ
る
場
合
（
扶
養
親

族
た

る
子
又

は
前

条
第

２
項

第
３

号
若

し
く
は
第
５
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族

が
、

満
２
２

歳
に

達
し

た
日

以
後

の
最

初
の
３
月
３
１
日
の
経
過
に
よ
り
、
扶

養
親

族
た
る

要
件

を
欠

く
に

至
つ

た
場

合
を
除
く
。
）
 

（
２
）
 
扶
養
親
族
と

し
て

の
要

件
を

欠
く

に
至

つ
た

者
が

あ
る

場
合

（
前

条
第

２
項
第
２
号
又
は
第
４
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
該
当
す
る
扶
養
親
族

が
、
満
２
２
歳
に
達
し

た
日

以
後

の
最

初
の

３
月

３
１

日
の

経
過

に
よ

り
、

扶

養
親
族
た
る
要
件
を
欠

く
に

至
つ

た
場

合
を

除
く

。
）
 

（
削

除
）
 

（
３
）
 
扶
養
親
族
た
る
子

、
父

母
等

が
あ

る
職

員
が

配
偶

者
の

な
い

職
員

と
な

つ
た
場
合
（
前
号
に
該

当
す

る
場

合
を

除
く

。
）

 

（
削

除
）
 

（
４
）
 
扶
養
親
族
た
る
子

、
父

母
等

が
あ

る
職

員
が

配
偶

者
を

有
す

る
に

至
つ

た
場
合
（
第
１
号
に
該

当
す

る
場

合
を

除
く

。
）

 

２
 

扶
養
手

当
の

支
給

は
、

新
た

に
職

員
と

な
つ
た
者
に
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
に

お
い

て
は
そ

の
者

が
職

員
と

な
つ

た
日

、
職

員
に
扶
養
親
族
で
前
項
の
規
定
に
よ

る
届

出
に
係

る
も

の
が

な
い

場
合

に
お

い
て

そ
の
職
員
に
同
項
第
１
号
に
掲
げ
る

事
実

が
生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
事

実
が

生
じ

た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
こ
れ
ら

の
日

が
月
の

初
日

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
日

の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
し
扶
養
手

当
を

受
け
て

い
る

職
員

が
離

職
し

又
は

死
亡

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
の

者
が
離

職
し

又
は

死
亡

し
た

日
、

扶
養

手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
扶
養
親

族
で

同
項
の

規
定

に
よ

る
届

出
に

係
る

も
の

の
す
べ
て
が
扶
養
親
族
た
る
要
件
を

欠
く

に
至
っ

た
場

合
に

お
い

て
は

そ
の

事
実

が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
（
こ
れ
ら

２
 

扶
養
手
当
の
支
給
は
、

新
た

に
職

員
と

な
つ

た
者

に
扶

養
親

族
で

あ
る

場
合

に

お
い
て
は
そ
の
者
が
職

員
と

な
つ

た
日

、
扶

養
親

族
が

な
い

職
員

に
前

項
第

１
号

に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
こ
れ
ら

の
日
が
月
の
初
日
で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
日

の
属

す
る

月
）

か
ら

開
始

し
扶

養
手

当
を
受
け
て
い
る
職
員

が
離

職
し

又
は

死
亡

し
た

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

そ
の
者
が
離
職
し
又
は

死
亡

し
た

日
、

扶
養

手
当

を
受

け
て

い
る

職
員

の
扶

養
親

族
で
同
項
の
規
定
に
よ

る
届

出
に

係
る

も
の

の
す

べ
て

が
扶

養
親

族
た

る
要

件
を

欠
く
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
こ
れ
ら
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）
 

改
正

後
 

改
正

前
 

の
日

が
月
の

初
日

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
日

の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
つ
て
終

る
。

但
し
、

扶
養

手
当

の
支

給
の

開
始

に
つ

い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
、

こ
れ
に

係
る

事
実

が
生

じ
た

日
か

ら
１

５
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き

は
、

そ
の
届

出
を

受
理

し
た

日
の

属
す

る
月

の
翌
月
（
そ
の
日
の
月
が
初
日
で
あ

る
と

き
は
、

そ
の

日
の

属
す

る
月

）
か

ら
行

う
も
の
と
す
る
。
 

の
日
が
月
の
初
日
で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
日

の
属

す
る

月
の

前
月

）
を

も
つ

て
終

る
。
但
し
、
扶
養
手
当

の
支

給
の

開
始

に
つ

い
て

は
、

同
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

が
、
こ
れ
に
係
る
事
実

が
生

じ
た

日
か

ら
１

５
日

を
経

過
し

た
後

に
さ

れ
た

と
き

は
、
そ
の
届
出
を
受
理

し
た

日
の

属
す

る
月

の
翌

月
（

そ
の

日
が

月
の

初
日

で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
属
す
る
月
）
 
  
 か

ら
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
扶
養
手
当
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

事
実

 
 
 
 
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
（
そ
の
日
 
 
 
 
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら

そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
扶
養

手
当
の
支
給
額
の
改
定
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

３
 

扶
養
手
当
は
、
こ
れ
を

受
け

て
い

る
職

員
に

さ
ら

に
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る

事
実
が
生
じ
た
場
合
、

扶
養

手
当

を
受

け
て

い
る

職
員

の
扶

養
親

族
で

同
項

の
規

定
に
よ
る
届
出
に
係
る

も
の

の
一

部
が

扶
養

親
族

た
る

要
件

を
欠

く
に

至
つ

た
場

合
、
扶
養
手
当
を
受
け

て
い

る
職

員
に

つ
い

て
同

項
第

３
号

若
し

く
は

第
４

号
に

掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た

場
合

又
は

職
員

の
扶

養
親

族
た

る
子

で
同

項
の

規
定

に
よ

る
届
出
に
係
る
も
の
の

う
ち

特
定

期
間

に
あ

る
子

で
な

か
つ

た
者

が
特

定
期

間
に

あ
る
子
と
な
つ
た
場
合

に
お

い
て

は
、

こ
れ

ら
の

事
実

が
生

じ
た

日
の

属
す

る
月

の
翌
月
（
こ
れ
ら
の
日

が
月

の
初

日
で

あ
る

と
き

は
、

そ
の

日
の

属
す

る
月

）
か

ら
そ
の
支
給
額
を
改
正

す
る

。
前

項
た

だ
し

書
の

規
定

は
、

扶
養

手
当

を
受

け
て

い
る
職
員
に
さ
ら
に
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事

実
が

生
じ

た
場

合
に

お
け

る
扶

養
手
当
の
支
給
額
の
改

定
（

扶
養

親
族

た
る

子
、

父
母

等
で

同
項

の
規

定
に

よ
る

届
出
に
係
る
も
の
が
あ

る
職

員
で

配
偶

者
の

な
い

も
の

が
扶

養
親

族
た

る
配

偶
者

を
有
す
る
に
至
つ
た
場

合
に

お
け

る
当

該
扶

養
親

族
た

る
子

、
父

母
等

に
係

る
扶

養
手
当
の
支
給
額
の
改

定
を

除
く

。
）

及
び

扶
養

手
当

を
受

け
て

い
る

職
員

の
う

ち
扶
養
親
族
た
る
子
、

父
母

等
で

同
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

に
係

る
も

の
が

あ
る

職
員
が
配
偶
者
の
な
い

職
員

と
な

つ
た

場
合

に
お

け
る

当
該

扶
養

親
族

た
る

子
、

父
母
等
に
係
る
扶
養
手

当
の

支
給

額
の

改
定

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
１

）
 
扶

養
手

当
を

受
け

て
い

る
職

員
に

更
に
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
実

が
生

じ
た
場

合
 

（
新
設
）
 

（
２

）
 
扶

養
手

当
を

受
け

て
い

る
職

員
の

扶
養
親
族
で
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

届
出

に
係
る

も
の

の
一

部
が

扶
養

親
族

た
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
 

（
新
設
）
 

（
３

）
 
職

員
の

扶
養

親
族

た
る

子
で

第
１

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の

の
う

ち
特
定

期
間

に
あ

る
子

で
な

か
っ

た
者
が
特
定
期
間
に
あ
る
子
と
な
っ
た

場
合
 

（
新
設
）
 

（
勤

勉
手
当

）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
１

６
条
 

（
略

）
 

第
１
６
条
 

（
略
）
 

２
 

勤
勉
手

当
の

額
は

、
勤

勉
手

当
基

礎
額

に
１
０
０
分
の
８
５
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す

る
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

勤
勉

手
当

の
額
の
総
額
は
、
前
項
の
職
員
の
勤

勉
手

当
基
礎

額
に

当
該

職
員

が
そ

れ
ぞ

れ
基

準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
職

員
に
あ

つ
て

は
、
退
職

し
、
又

は
死
亡

し
た
日
現
在
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
お

い
て
受

け
る

べ
き

扶
養

手
当

の
月

額
を

加
算
し
た
額
に
１
０
０
分
の
８
５
を

乗
じ

て
得
た

額
の

総
額

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。
 

２
 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤

勉
手

当
基

礎
額

に
１

０
０

分
の

９
０

を
乗

じ
て

得
た

額

と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い

て
、

勤
勉

手
当

の
額

の
総

額
は

、
前

項
の

職
員

の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
当
該

職
員

が
そ

れ
ぞ

れ
基

準
日

現
在

（
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職

し
、
又

は
死
亡

し
た

日
現

在
。
次
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養

手
当

の
月

額
を

加
算

し
た

額
に

１
０

０
分

の
９

０
を

乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。

 

３
 

再
任
用

職
員

に
対

す
る

勤
勉

手
当

の
額

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
４
０
 
 
 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

３
 

再
任
用
職
員
に
対
す
る

勤
勉

手
当

の
額

は
、

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

勤

勉
手
当
基
礎
額
に
１
０

０
分

の
４

２
．

５
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。
 

４
・

５
 
（

略
）

 
４
・
５
 
（
略
）
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江
差
町
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
日
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
超

勤
代
休

時
間

）
 

（
超
勤
代
休
時
間
）
 

第
８

条
の
２

 
江

差
町

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条
例
（
昭
和
２
６
年
条
例
第
１
号
。

以
下

「
給
与

条
例

」
と

い
う

。
）

第
１

１
条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
時
間
外
勤

務
手

当
を
支

給
す

べ
き

職
員

に
対

し
て

、
当

該
時
間
外
勤
務
手
当
の
一
部
の
支
給

に
代

わ
る
措

置
の

対
象

と
な

る
べ

き
時

間
（

以
下
「
超
勤
代
休
時
間
」
と
い
う
。
）

と
し

て
、
勤

務
日

等
（

第
９

条
に

規
定

す
る

休
日
、
及
び
第
１
０
条
に
規
定
す
る

代
休

日
を
除

く
。

）
に

割
り

振
ら

れ
た

勤
務

時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
指
定
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

第
８
条
の
２
 
江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
１
１
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
時
間
外
勤

務
手
当
を
支
給
す
べ
き

職
員

に
対

し
て

、
当

該
時

間
外

勤
務

手
当

の
一

部
の

支
給

に
代
わ
る
措
置
の
対
象

と
な

る
べ

き
時

間
（

以
下
「

超
勤

代
休
時

間
」
と

い
う
。
）

と
し
て
、
勤
務
日
等
（

第
９

条
に

規
定

す
る

休
日

、
及

び
第

１
０

条
に

規
定

す
る

代
休
日
を
除
く
。
）
に

割
り

振
ら

れ
た

勤
務

時
間

の
全

部
又

は
一

部
を

指
定

す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

（
育

児
又
は

介
護

を
行

う
職

員
の

早
出

遅
出

勤
務
）
 

（
育
児
又
は
介
護
を
行

う
職

員
の

早
出

遅
出

勤
務

）
 

第
８

条
の
３

 
任

命
権

者
は

、
次

に
掲

げ
る

職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、

そ
の
子

（
民

法
（

明
治

２
９

年
法

律
第

８
９
号
）
第
８
１
７
条
の
２
第
１
項

の
規

定
に
よ

り
職

員
が

当
該

職
員

と
の

間
に

お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子

縁
組

の
成
立

に
つ

い
て

家
庭

裁
判

所
に

請
求

し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審

判
事

件
が
裁

判
所

に
係

属
し

て
い

る
場

合
に

限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が

現
に

監
護
す

る
も

の
、

児
童

福
祉

法
（

昭
和

２
２
年
法
律
第
１
６
４
号
）
第
２
７

条
第

１
項
第

３
号

の
規

定
に

よ
り

同
法

第
６

条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
里
親
で

あ
る

職
員
に

委
託

さ
れ

て
い

る
児

童
の

う
ち

、
当
該
職
員
が
養
子
縁
組
に
よ
っ
て

養
親

と
な
る

こ
と

を
希

望
し

て
い

る
者

そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
規
則

で
定

め
る
者

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
及

び
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育
す
る

た
め

に
請
求

し
た

場
合

に
は

、
公

務
の

運
営

に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
規
則

第
８
条
の
３
 
任
命
権
者
は

、
小

学
校

就
学

の
始

期
に

達
す

る
ま

で
の

子
の

あ
る

職

員
が
、
当
該
子
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
養
育
す
る

た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
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江
差
町
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
日
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

で
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

職
員

に
当

該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
（
始

業
及

び
終
業

の
時

刻
を

職
員

が
育

児
又

は
介

護
を
行
う
た
め
の
も
の
と
し
て
、
あ

ら
か

じ
め
定

め
ら

れ
た

特
定

の
時

刻
と

す
る

勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
勤
務
を

い
う

。
第
３

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

さ
せ

る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
（
始
業

及
び
就
業
の
時
刻
を
職

員
が

育
児

又
は

介
護

を
行

う
た

め
の

も
の

と
し

て
、

あ
ら

か
じ
め
定
め
ら
れ
た
特

定
の

時
刻

と
す

る
勤

務
時

間
の

割
振

り
に

よ
る

勤
務

を
い

う
。
第
２
項
に
お
い
て

同
じ

。
）

を
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。
 

（
１

）
 
小

学
校

就
学

の
始

期
に

達
す

る
ま

で
の
子
の
あ
る
職
員
 

（
新
設
）
 

（
２

）
 
小

学
校

に
就

学
し

て
い

る
子

の
あ

る
職
員
で
あ
っ
て
、
規
則
で
定
め
る

も
の
 

（
新
設
）
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
第
１
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用

す
る

。
こ
の

場
合

に
お

い
て

、
前

項
中

「
次

に
掲
げ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
、

そ
の

子
（

民
法

（
明

治
２

９
年
法
律
第
８
９
号
）
第
８
１
７
条

の
２

第
１
項

の
規

定
に

よ
り

職
員

が
当

該
職

員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す

る
特

別
養
子

縁
組

の
成

立
に

つ
い

て
家

庭
裁

判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に

係
る

家
事
審

判
事

件
が

裁
判

所
に

係
属

し
て

い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、

当
該

職
員
が

現
に

監
護

す
る

も
の

、
児

童
福

祉
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
１
６
４

号
）

第
２
７

条
第

１
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
同
法
第
６
条
の
４
第
１
項
に
規
定

す
る

里
親
で

あ
る

職
員

に
委

託
さ

れ
て

い
る

児
童
の
う
ち
、
当
該
職
員
が
養
子
縁

組
に

よ
っ
て

養
親

と
な

る
こ

と
を

希
望

し
て

い
る
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者

と
し

て
規
則

で
定

め
る

者
を

含
む

。
以

下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
養

育
」
と

あ
る

の
は

「
第

１
６

条
第

１
項

に
規
定
す
る
要
介
護
者
の
あ
る
職
員

が
、

規
則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る

も
の

と
す
る

。
 

２
 

前
項
の
規
定
は
、
第
１

６
条

第
１

項
に

規
定

す
る

日
常

生
活

を
営

む
の

に
支

障

が
あ
る
者
（
以
下
「
要

介
護

者
」

と
い

う
。

）
を

介
護

す
る

職
員

に
つ

い
て

準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て

、
前

項
中

「
小

学
校

就
学

の
始

期
に

達
す

る
ま

で
の

子
の
あ
る
職
員
が
、
当
該
子
を
養
育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職

員
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。
 

19



江
差
町
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
日
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

３
 

（
略
）
 

３
 

（
略
）
 

（
育

児
又
は

介
護

を
行

う
職

員
の

深
夜

勤
務

及
び
超
過
勤
務
の
制
限
）
 

（
育
児
又
は
介
護
を
行

う
職

員
の

深
夜

勤
務

及
び

超
過

勤
務

の
制

限
）
 

第
８

条
の
４

 
（

略
）
 

第
８
条
の
４
 
（
略
）
 

２
・

３
 
（

略
）

 
２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
第
１
項
及
び
前
項
 
 
の
規
定
は
、
第
１
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を

介
護

す
る
職

員
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
小
学

校
就

学
の
始

期
に

達
す

る
ま

で
の

子
の

あ
る

職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の

親
で

あ
る
も

の
が

、
深

夜
（

午
後

１
０

時
か

ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
を
い

う
。

以
下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
お

い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す

る
こ

と
が
で

き
る

も
の

と
し

て
規

則
で

定
め

る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
職

員
を
除

く
。

）
が

、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と

あ
る

の
は
「

第
１

６
条

第
１

項
に

規
定

す
る

要
介
護
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と

い
う

。
）
の

あ
る

職
員

が
、

規
則

で
定

め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を

介
護

」
と
、

「
深

夜
に

」
と

あ
る

の
は

「
深

夜
（
午
後
１
０
時
か
ら
翌
日
の
午
前

５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
」
と
、
前
項
 
 
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す

る
ま

で
の
子

の
あ

る
職

員
が

、
規

則
で

定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」

と
あ

る
の
は

「
要

介
護

者
の

あ
る

職
員

が
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
要

介
護
者

を
介

護
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す
る
。
 

４
 

第
１
項
及
び
第
３
項
の

規
定

は
、

第
１

６
条

第
１

項
に

規
定

す
る

要
介

護
者

を

介
護
す
る
職
員
に
つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

１
項

中
「

小
学

校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
当
該
子
を
養
育
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
」
と
あ

る
の
は
「
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
が
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
と
、
第
３
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま

で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
当
該
子
を
養
育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
と

あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
休

暇
の
種

類
）

 
（
休
暇
の
種
類
）
 

第
１

１
条
 

職
員

の
休

暇
は

、
年

次
有

給
休

暇
、
病
気
休
暇
、
特
別
休
暇
、
組
合
休

暇
、

介
護
休

暇
及

び
介

護
時

間
と

す
る

。
 

第
１
１
条
 

職
員
の
休
暇
は

、
年

次
有

給
休

暇
、

病
気

休
暇

、
特

別
休

暇
、

組
合

休

暇
及
び
介
護
休
暇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
す
る
。
 

20



江
差
町
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
日
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
介

護
休
暇

）
 

（
介
護
休
暇
）
 

第
１

６
条
 

介
護

休
暇

は
、

職
員

が
要

介
護

者
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実

上
婚

姻
関
係

と
同

様
の

事
情

に
あ

る
者

を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

父
母

、
子
、

配
偶

者
の

父
母

そ
の

他
規

則
で

定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢

に
よ

り
規
則

で
定

め
る

期
間

に
わ

た
り

日
常

生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の

を
い

う
。
以

下
同

じ
。

）
の

介
護

を
す

る
た

め
、
任
命
権
者
が
、
規
則
の
定
め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
、

職
員

の
申

出
に

基
づ

き
、

要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必

要
と

す
る
一

の
継

続
す

る
状

態
ご

と
に

、
３

回
を
超
え
ず
、
か
つ
通
算
し
て
６
月

を
超

え
な
い

範
囲

内
で

指
定

す
る

期
間

（
以

下
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に

お
い

て
勤
務

し
な

い
こ

と
が

相
当

で
あ

る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と

す
る

。
 

第
１
６
条
 
介
護
休
暇
は
、
職
員
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情

に
あ

る
者

を
含

む
。
以

下
こ

の
項
に

お
い

て
同

じ
。
）
、

父
母
、
子
、
配
偶
者
の

父
母

そ
の

他
規

則
で

定
め

る
者

で
負

傷
、

疾
病

又
は

老
齢

に
よ
り
規
則
で
定
め
る

期
間

に
わ

た
り

日
常

生
活

を
営

む
の

に
支

障
が

あ
る

も
の

の
介
護
を
す
る
た
め
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と

す
る
。
 

２
 

介
護
休
暇
の
期
間
は
、
指
定
期
間
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 内

に
お
い

て
必

要
と
認

め
ら

れ
る

期
間

と
す

る
。
 

２
 

介
護
休
暇
の
期
間
は
、

前
項

に
規

定
す

る
者

の
各

々
が

同
項

に
規

定
す

る
介

護

を
必
要
と
す
る
一
の
継

続
す

る
状

態
ご

と
に

、
連

続
す

る
６

月
の

期
間

内
に

お
い

て
必
要
と
認
め
ら
れ
る

期
間

と
す

る
。
 

３
 
介
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
１
０
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
１
時
間
に
つ

き
、

給
与
条

例
第

１
４

条
に

規
定

す
る

１
時

間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
す
る
。
 

３
 

介
護
休
暇
に
つ
い
て
は

、
江

差
町

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

２
６

年

条
例
第
１
号
）
第
１
０

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
そ

の
勤

務
し

な
い

１
時

間
に

つ
き
同
条
例
 
 
 
 
第
１
４
条
に
規
定
す
る
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
す

る
。
 

（
介

護
時
間

）
 

第
１

６
条
の

２
 
介

護
時
間

は
、

職
員

が
要

介
護
者
の
介
護
を
す
る
た
め
、
要
介
護

者
の

各
々
が

当
該

介
護

を
必

要
と

す
る

一
の

継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
連
続
す
る

（
新
設
）
 

21



江
差
町
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
日
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

３
年

の
期
間

（
当

該
要

介
護

者
に

係
る

指
定

期
間
と
重
複
す
る
期
間
を
除
く
。
）

内
に

お
い
て

１
日

の
勤

務
時

間
の

一
部

に
つ

き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認

め
ら
れ

る
場

合
に

お
け

る
休

暇
と

す
る

。
 

２
 

介
護
時

間
の

時
間

は
、

前
項

に
規

定
す

る
期
間
内
に
お
い
て
１
日
に
つ
き
２
時

間
を

超
え
な

い
範

囲
内

で
必

要
と

認
め

ら
れ

る
時
間
と
す
る
。
 

３
 

介
護
時

間
に

つ
い

て
は

、
給

与
条

例
第

１
０
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

勤
務

し
な
い

１
時

間
に

つ
き

、
給

与
条

例
第

１
４
条
に
規
定
す
る
勤
務
１
時
間
当

た
り

の
給
与

額
を

減
額

す
る

。
 

（
病

気
休
暇

、
特

別
休

暇
、

組
合

休
暇

、
介

護
休
暇
及
び
介
護
時
間
の
承
認
）
 

（
病
気
休
暇
、
特
別
休
暇
、
組
合
休
暇
及
び
介
護
休
暇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
承
認
）
 

第
１

７
条
 

病
気

休
暇

、
特

別
休

暇
（

規
則

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
、
組
合
休

暇
、

介
護
休

暇
及

び
介

護
時

間
に

つ
い

て
は
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

任
命

権
者
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

第
１
７
条
 

病
気
休
暇
、
特

別
休

暇
（

規
則

で
定

め
る

も
の

を
除

く
。

）
、

組
合

休

暇
及
び
介
護
休
暇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
つ
い
て
は
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

任
命
権
者
の
承
認
を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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「臨時福祉給付金（経済対策分）」の実施について 

１．趣 旨 

平成２８年８月２４日に平成２８年度一般会計補正予算について閣議決定された「未来への投資

を実現する経済対策」に盛り込まれた臨時福祉給付金（簡素な給付措置）給付事業について、平成

２６年４月の消費税率の引上げによる影響を緩和するため、所得の低い方に対して、臨時的な措置

として給付されるものであり国の経済対策の一環として、平成２９年４月から平成３１年９月まで

の２年半分を一括して給付するもの。 

２．支給対象者 

平成２８年度臨時福祉給付金の支給対象者（１，９４６人） 

３．支給額 

支給対象者１人につき、１万５千円（１回限り） 

※平成２６年４月に実施された消費税率引上げに伴う低所得者世帯の食料品支出額の増 

加分（３％アップ分）を参考に、平成２９年４月から平成３１年９月までの２年半分とし 

て国が設定したもの。 

４．実施方法 

臨時福祉給付金（経済対策分）の実施に当たっては、事務・費用の両面でできる限り簡素で効率

的な支給方法とする。そのため、平成２８年度までの簡素な給付措置と同じ仕組みにより実施。 

※臨時福祉給付金（経済対策分）の実施に要する費用については、全額国が負担するもの。 

【主なスケジュール】 

１月中旬 対応システム導入 

１月下旬 申請書発送 

２月上旬 申請受付開始（申請受付期間：平成２９年２月１日から平成２９年８月１日まで） 

３月中旬 支給開始         

【補正予算額】 ３０，６３０千円 

［事務費］    １，４４０千円 

（職員超過勤務手当、消耗品費、通信運搬費、振込手数料、対応システム改修費） 

［事業費］   ２９，１９０千円（支給対象者：１，９４６人×１万５千円） 

 

＜参考＞ 

平成２８年度の簡素な給付措置の支給要件（基準日：平成２８年１月１日） 

（１）江差町の住民基本台帳に記録されており、 

（２）平成２８年度市町村民税（均等割）が課税されていない者（当該市町村民税（均 

等割）が課税されている者の税法上の扶養親族等を除く）であって 

（３）生活保護制度内で対応される被保護者等を除いた者 

 平成２８年１月１日（基準日）時点で江差町の住民基本台帳に記録されている者を対象として簡

素な給付措置（１人につき１万５千円）を支給。 

※基準日より後に他市町村に転出した者についても、基準日に住民基本台帳に記録されている市

町村が臨時福祉給付金（経済対策分）を支給。 
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男
女

ト
イ
レ

（
床

・
洗

面
台

）

控
室

ト
イ
レ

（
洋

式
化

改
修

）

ロ
ビ
ー

（
暖

房
設

備
設

置
）

事
業

概
要

平
成

２
８

年
度

の
江

差
追

分
会

館
・

江
差

山
車

会
館

は
、

北
海

道
新

幹
線

開
業

と
施

設
の

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

化
、

町
民

の
入

館
料

無
料

化
に

よ
り

入
館

者
数

が
再

び
増

加
の

傾
向

を
示

し
た

。
一

方
で

、
施

設
の

老
朽

化
に

伴
う

課
題

も
多

く
、

今
後

の
観

光
行

政
推

進
の

た
め

に
は

、
耐

久
性

、
機

能
性

に
加

え
美

観
性

に
重

点
を

置
い

た
改

善
が

必
要

で
あ

る
。

そ
こ

で
、

今
回

、
入

館
者

が
必

ず
利

用
す

る
ロ

ビ
ー

と
ト

イ
レ

の
環

境
改

善
の

た
め

に
改

修
工

事
を

実
施

す
る

。

事
業

費
３

，
９

５
２

千
円

１
．

ロ
ビ

ー
系

統
暖

房
設

備
工

事

事
業

費
１

，
５

３
４

円
・

暖
房

器
具

、
給

油
設

備
工

事

２
．

ト
イ

レ
改

修

事
業

費
２

，
４

１
８

千
円

①
男

女
ト

イ
レ

床
材

敷
替

え
・

洗
面

台
改

修
②

控
室

ト
イ

レ
洋

式
化

に
伴

う
改

修
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町
営

円
山

第
４

団
地

緊
急

通
報

シ
ス

テ
ム

機
器

更
新

※
主

監
視

盤
と

各
住
戸
の
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
セ
ン
サ
ー
の
一
部
部
品
交
換
。

事
業

費
：

６
，
５
８
８
千
円
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町道路線認定位置図

その１

その２

28

tsuyoshi.takeuchi
タイプライターテキスト
資料１１

tsuyoshi.takeuchi
タイプライターテキスト

tsuyoshi.takeuchi
タイプライターテキスト



【
平
成
2
8
年
度
 
国
・
道
へ
の
要
望
等
状
況
一
覧
】
 

（
平
成
2
8
年
6
月
1
日
か
ら
平
成
2
8
年
1
1
月
3
0
日
）
 

要
望
団
体
 

要
 
 
望
 
 
内
 
 
容
 

要
 
望
 
先
 

備
 
 
考
 

       

檜
山

地
域
振

興
協

議
会
 

 

２
０

１
７
檜

山
圏

域
に
お
け
る
地
方
創
生
推
進
の
重
点
懸
案
事
項
に
関
す
る
提
案
 

■
『

し
ご
と

』
の

創
生
―
農
林
水
産
業
の
振
興
―
 

・
持

続
可
能

な
農

業
経
営
の
確
立
 

・
森

林
資
源

の
循

環
利
用
に
よ
る
林
業
・
木
材
産
業
の
成
長
産
業
化
 

・
水

産
業
の

振
興

対
策
の
推
進
 

・
檜

山
管
内

に
お

け
る
ニ
シ
ン
資
源
復
興
対
策
の
推
進
 

■
『

ひ
と
』

の
創

生
―
地
域
医
療
・
子
育
て
・
福
祉
施
策
の
充
実
―
 

・
地

域
医
療

体
制

の
充
実
・
強
化
 

・
子

育
て
・

福
祉

施
策
の
充
実
 

■
『

ま
ち
』

の
創

生
―
「
地
方
創
生
」
を
支
え
る
社
会
資
本
等
の
整
備
―
 

・
安

心
、
安

全
な

交
通
網
の
確
保
等
 

・
治

水
事
業

等
の

促
進
 

・
離

島
住
民

の
交

通
の
確
保
 

・
半

島
振
興

の
充

実
・
強
化
 

■
国

土
保
全

や
地

方
財
政
措
置
の
充
実
 

・
町

村
財
政

基
盤

の
強
化
 

・
準

用
河
川

・
普

通
河
川
の
改
修
に
必
要
な
財
政
支
援
の
拡
充
 

函
館
開
発
建
設
部
 

函
館
建
設
管
理
部
 

北
海
道
 

北
海
道
開
発
局
 

地
元
選
出
道
議
他
 

    

6
月
2
8
日
 

函
館
市
・
札
幌
市
 

       

関
係
省
庁
 

地
元
選
出
国
会
議
員
他
 

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
 

7
月
2
6
日
～
2
7
日
 

東
京
都
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高
規
格
幹
線
道
路
「
木

古
内
・
江
差
間
」
整
備

促
進
協
議
会
  

■
高

規
格
幹

線
道

路
「
函
館
・
江
差
自
動
車
道
」
整
備
に
か
か
る
木
古
内
・
江
差
間

の
早

期
着
手

に
つ

い
て
 

○
道

路
予
算

の
総
額
確
保
 

 
○

高
規
格

幹
線
道
路
函
館
・
江
差
自
動
車
道
の
整
備
に
お
け
る
「
木
古
内
・
江
差

間
」

の
整
備

区
間

へ
の
昇
格
と
江
差
町
側
か
ら
の
工
事
着
手
に
つ
い
て
 

函
館
開
発
建
設
部
 

函
館
建
設
管
理
部
 

北
海
道
 

地
元
選
出
代
議
士
 

6
月
2
8
日
 

（
要
望
書
提
出
）
 

（
函
館
・
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1

決　　　　　議

　町村の多くは農山漁村地域にあり、文化・伝統の継承はもとよ

り、食料の供給、水源かん養、自然環境の保全等、国民生活にとっ

て極めて大きな役割を果たしてきた。

　このように国民共有のかけがえのない財産であり、日本人の「心

のふるさと」である農山漁村を次世代に引き継いでいくことが

我々の責務である。

　しかしながら、町村を取り巻く環境は、急速な少子高齢化や人

口減少、基幹産業である農林水産業の衰退など極めて厳しく、ま

た、中山間地域や離島など条件不利地域を多く抱える町村におい

ては、総じて税源に乏しく厳しい財政運営を余儀なくされている。

　加えて、東日本大震災及び平成２８年熊本地震の被災地におけ

る復興をはじめ、一億総活躍の実現に向けた更なる地方創生の推

進のためには、国と地方が総力を上げて取り組んでいかなくては

ならない。

　我々町村長は、相互の連携を一層強固なものとするとともに、

直面する困難な課題に積極果敢に取り組み、地域特性や資源を活

かした施策を展開しながら、豊かな住民生活と個性溢れる多様な

地域づくりに邁進する決意である。

　よって、町村が自主的・自立的に様々な施策を展開しうるよう、

特に下記事項の実現を強く求めるものである。
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2

記

一．東日本大震災及び平成２８年熊本地震からの復興の加速
化をはかるとともに、全国的な防災・減災対策を強力に推
進すること。

一．一億総活躍社会の実現に向け、地方創生を推進すること。

一．地方分権改革を推進すること。

一．道州制は導入しないこと。

一．「まち・ひと・しごと創生事業費」を拡充するとともに、
歳出特別枠を堅持し、地方交付税等の一般財源の総額を確
保すること。

一．ゴルフ場利用税を堅持するとともに、全国森林環境税を
早期に導入すること。 

一．農林漁業の振興による農山漁村の再生・活性化をはかる
こと。

一．田園回帰の時代を拓き、都市と農山漁村の共生社会を実
現すること。

一．農林漁業者が将来に希望をもてるよう、ＴＰＰ対策に万
全を期すこと。

一．領土・外交問題に毅然とした姿勢で臨むこと。

　以上決議する。

平成２８年１１月１６日

� 全国町村長大会
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参議院の合区の早期解消に関する特別決議

　去る７月 10 日、憲政史上初めて合区による参議院選挙が実施
された。
　合区については、地域が抱えている課題など様々な情報が国会
に届かない恐れがあるなど多くの懸念があったところであるが、
実際に行われた選挙では、広範囲における選挙活動の困難さ、有
権者が直接候補者の政見に接する機会の減少、合区された選挙区
では投票率が過去最低を記録するなど、あらためて多くの問題点
が明らかとなった。
　都道府県制度は、歴史的・文化的にも、また政治的・社会的に
も広く国民に定着しており、都道府県単位で地方の代表を選出す
るという参議院選挙の仕組みも、広く国民に定着しているもので
ある。
　今回の合区による選挙はあくまで緊急避難措置であり、公職選
挙法の附則においては、次回の参議院選挙に向け、抜本的な見直
しをすることが規定されている。
　合区の弊害は明らかであり、地方創生にも大きく逆行するもの
である。都道府県を単位として地域の事情や声を直接国政に反映
させる現在の仕組みが広く国民の中に浸透していることを十分考
慮し、早急に合区を解消することを強く求めるものである。

　　平成 28 年 11 月 16 日

全国町村長大会
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